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幸手市長

木村　純夫

　
市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
輝
か
し
い
新
春
を
お
迎
え
の

こ
と
と
、
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、
日
頃
よ
り
市
政
運
営
に
、

格
別
の
ご
支
援
を
賜
り
、
厚
く
お

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
今
年
は
、
市
制
施
行
四
十
周
年

と
い
う
記
念
す
べ
き
節
目
を
迎
え

ま
す
。
市
の
魅
力
を
再
認
識
し
、

皆
様
に
愛
さ
れ
る
「
幸
手
市
」
を

目
指
し
、
各
種
記
念
事
業
を
実
施

し
、
皆
様
と
一
緒
に
お
祝
い
を
し

て
ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
市
の
十
年
後
、
二
十
年

後
を
見
据
え
、「
住
ん
で
よ
か
っ

た
」
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、

地
域
の
活
性
化
や
子
育
て
支
援
、

安
心
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
な
ど
の

様
々
な
施
策
を
全
力
で
推
進
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　
結
び
に
、
皆
様
に
と
っ
て
、
充

実
し
た
一
年
と
な
り
ま
す
よ
う
ご

祈
念
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

幸手市議会議長

青木　章

　
市
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
希
望
に
満
ち
た
新
春
を
健
や

か
に
お
迎
え
の
こ
と
と
心
よ
り
お

慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
市
議
会
は
、
子
育
て
支
援
や
高

齢
者
福
祉
、
環
境
保
全
、
そ
し
て

防
災
・
減
災
の
取
り
組
み
を
は
じ

め
、
諸
政
策
を
一
層
強
化
し
、
誰

も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社

会
の
実
現
を
目
指
し
て
お
り
ま

す
。
市
民
の
皆
様
と
行
政
、
そ
し

て
市
議
会
が
一
体
と
な
っ
て
こ
そ

地
域
は
発
展
し
、
住
み
よ
い
街
は

実
現
で
き
ま
す
。
改
め
て
、
市
議

会
活
動
へ
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
今
後
も
、
私
た
ち
議
員
一
同
、
市

民
の
皆
さ
ま
の
信
頼
に
応
え
る
べ

く
、
透
明
性
の
高
い
議
論
と
責
任

あ
る
決
断
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
す
。

　
新
し
い
年
が
、
皆
様
に
と
っ
て

健
康
と
幸
せ
に
満
ち
た
一
年
と
な

り
ま
す
よ
う
心
か
ら
祈
念
い
た
し

ま
し
て
、
新
年
の
あ
い
さ
つ
と
い

た
し
ま
す
。

ごあいさつ

議
　
長

青
　
木
　
　
　
章

副
議
長

四
　
本
　
奈
緒
美

議
　
員
（
議
席
順
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小
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司
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英
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久
保
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郎
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村
　
治
　
夫

松
　
田
　
雅
　
代

小
河
原
　
浩
　
和

本
　
田
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子

藤
　
沼
　
　
　
貢

大
　
平
　
泰
　
二

今
年
も

よ
ろ
し
く
お
願
い

　
　
　
　
い
た
し
ま
す
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12月定例議会

12
月
定
例
議
会
は
11
月
28
日
か
ら
12
月
17
日
ま
で
の
20
日
間
で
開
催

■
市
長
提
出
議
案
27
件
中
27
件
が
可
決
と
な
り
ま
し
た

■（
専
決
第
10
号
）控
訴
の
提
起
に
つ
い
て（
議
案
37
号
） 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
否
決

■
市
役
所
本
庁
舎
を
早
急
に
使
用
禁
止
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
決
議
案 

……
…
…
…
…
…
否
決

■
木
村
純
夫
市
長
に
対
す
る
問
責
決
議
案 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
可
決

①	�令和７年人事院勧告に基づき行われる給与改定に対応するた

め必要な予算

②	�令和７年度国の経済対策に基づく、物価高対応子育て応援手

当の支給に係る事業費

③	�物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源とし、物価

高騰の影響を受ける事業者等への支援に係る事業費

１令和７年人事院勧告に基づく給与	 88,000千円

２物価高対応子育て応援手当支給事業	 126,152千円 

　(1)�概要　物価高の影響を特に強く受けている子育て世帯を支援

するため、令和７年９月30日時点で児童手当の対象となっ

ているこども、または令和８年３月31日までに出生したこ

どもの保護者等に対し、物価高対応子育て応援手当とし

て、こども一人当たり２万円を支給します。

　(2)事業費　物価高対応子育て応援手当費	20,000 円×対象者6,000人

３物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当事業	 36,213千円

　(1)福祉、医療機関等支援事業	 15,169千円

　(2)農業者支援事業	 21,044千円

可 決
（議案第98 号）

令和７年度幸手市一般会計補正予算

令
和
７
年
12
月
定
例
会

本
会
議
議
案
質
疑
及
び

討
論

（
議
案
第
37
号
）

専
決
処
分
の
承
認
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て

否　決

継
続
審
査
に
な
っ
て
い
た
議
案

　
原
告
（
被
控
訴
人
）
が
、
令
和
２

年
度
分
の
時
間
外
勤
務
手
当
に
未
払

い
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
そ
の
支
払

い
を
求
め
、
本
市
を
被
告
（
控
訴
人
）

と
し
て
さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
に
訴

え
を
提
起
し
た
。

　
さ
い
た
ま
地
方
裁
判
所
か
ら
言
い

渡
さ
れ
た
判
決
に
、
不
服
が
あ
る
た

め
控
訴
を
専
決
処
分
に
て
お
こ
な
っ

た
こ
と
の
承
認
は
全
会
一
致
に
て
否

決
と
な
っ
た
。

小
泉
　
圭
司 

反
対
討
論

　
市
は
控
訴
期
限
ま
で
約
2
週
間

あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
臨
時
議

会
の
招
集
や
議
会
へ
の
正
式
な
情
報

提
供
を
行
わ
ず
、
執
行
部
内
部
の
判

断
の
み
で
専
決
処
分
に
よ
り
控
訴
を

行
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
総
務
常
任
委
員
会
で
市
長

は
、
否
決
時
に
控
訴
を
取
り
下
げ
る

可
能
性
を
示
し
ま
し
た
が
、
既
に
控

訴
手
続
や
公
金
支
出
が
進
ん
で
お

り
、
説
明
と
対
応
に
不
整
合
が
あ
り

ま
し
た
。

　
さ
ら
に
、
市
の
控
訴
理
由
は
、
労

働
時
間
の
認
定
に
関
す
る
判
例
と
整

合
せ
ず
、
控
訴
判
断
の
根
拠
と
し
て

妥
当
で
は
な
い
と
考
え
、
本
議
案
に

反
対
し
ま
す
。

松
田
　
雅
代 

反
対
討
論

　
私
は
、
市
が
主
張
す
る
「
給
与
条

例
主
義
、
す
な
わ
ち
、
条
例
に
規
定
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さ
れ
な
い
理
由
に
よ
る
給
与
支
払
い

は
可
能
か
」
と
の
問
題
提
起
は
正
当

で
あ
り
、
高
裁
の
判
断
を
仰
ぐ
控
訴

は
一
定
の
意
義
あ
り
と
の
考
え
か

ら
、
控
訴
の
提
起
に
は
賛
成
の
立
場

で
す
。
し
か
し
、
先
決
処
分
行
為
に

つ
い
て
は
、
議
会
に
諮
る
べ
き
だ
っ

た
と
の
執
行
部
の
事
後
自
省
も
あ

り
、
今
更
な
が
ら
適
切
で
は
な
か
っ

た
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
裁

判
事
案
に
つ
い
て
は
早
急
な
再
発
防

止
の
取
り
組
み
を
、
ま
た
、
先
決
処

分
は
取
り
扱
い
の
あ
り
方
見
直
し
を

改
め
て
要
望
し
、
本
案
は
総
合
的
に

鑑
み
不
承
認
と
い
た
し
ま
す
。

本
田
　
謡
子

反
対
討
論

　
こ
の
議
案
は
新
聞
記
事
に
な
っ
た

時
か
ら
、
私
は
状
況
判
断
を
し
、
市

長
へ
臨
時
議
会
の
開
催
を
要
望
致
し

ま
し
た
が
、
専
決
処
分
と
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
議
会
に
対
し
て
は
事

後
報
告
の
よ
う
な
も
の
で
、
議
会
軽

視
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
ま
た
、
委
員
会
審
議
で
は
、
沢
山

の
質
問
が
あ
り
、
議
会
で
決
め
た
こ

と
に
従
う
方
向
性
も
見
え
て
き
た
の

に
継
続
審
査
と
な
り
、
６
月
、
９
月
、

12
月
議
会
と
な
り
ま
し
た
。

　
す
べ
て
に
お
い
て
、
幸
手
市
そ
し

て
幸
手
市
議
会
の
検
証
が
必
要
と
申

し
添
え
、
反
対
討
論
と
致
し
ま
す
。

（
議
案
第
72
号
）

損
害
賠
償
の
額
の

決
定
に
つ
い
て

可　決

　
現
在
、
控
訴
中
の
未
払
時
間
外
勤

務
手
当
等
請
求
控
訴
事
件
の
相
手
方

に
対
し
、
未
払
時
間
外
勤
務
手
当
の

支
払
完
了
日
は
、
令
和
７
年
10
月
14

日
。
支
払
内
容
は
、
支
払
完
了
日
ま

で
の
民
法
所
定
の
年
３
％
の
割
合
に

よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
い
が
可
決

し
た
。
未
払
時
間
外
勤
務
手
当
１
１

１
万
６
９
２
９
円
に
対
す
る
遅
延
損

害
金
（
１
５
万
８
１
９
３
円
）
を
一

括
し
て
支
払
う
。

（
議
案
第
74
号
）

幸
手
市
特
定
乳
児
等

通
園
支
援
事
業
の
運

営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例

可　決

　
新
た
な
子
育
て
支
援
策
と
し
て

「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」
の
準

備
が
進
め
ら
れ
、
幸
手
市
で
は
第
一

保
育
所
を
拠
点
に
、
令
和
8
年
度
か

ら
0
〜
3
歳
未
満
の
未
就
園
児
が
月

10
時
間
ま
で
利
用
で
き
る
仕
組
み
が

導
入
さ
れ
る
。

（
議
案
第
81
号
）

工
事
請
負
契
約
の

変
更
に
つ
い
て

可　決

　
東
中
学
校
体
育
館
の
大
規
模
改
修

工
事
に
つ
い
て
は
、
電
気
資
材
の
入

荷
遅
れ
に
よ
る
工
期
延
長
に
加
え
、

老
朽
化
に
伴
う
サ
ッ
シ
補
修
や
床
下

基
礎
の
追
加
施
工
、
木
部
塗
装
、
屋

根
・
外
装
補
修
な
ど
、
安
全
性
確
保

の
た
め
の
追
加
工
事
が
必
要
と
な

り
、
工
事
費
が
増
額
さ
れ
た
。

（
議
案
第
92
〜
93
号
）

・
幸
手
市
議
会
の
議
員
の

報
酬
及
び
費
用
弁
償
等

・
幸
手
市
長
等
の
給
与
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

可　決

　
令
和
７
年
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く

給
与
改
定
。

期
末
手
当
支
給
割
合
（
年
間
）

・
幸
手
市
議
会
　
４
・ 

60 ⇒

 

４
・
65

・
幸
手
市
長
等
　
４
・ 

60 ⇒

 

４
・
65

（
議
案
第
94
号
）

幸
手
市
職
員
の
給
与
に

関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

可　決

職
員
人
件
費
の
改
定

　
給
料
表
の
改
定 

改
定
率
３
・
34
％

　
期
末
手
当
　
２
・
50 ⇒

 

２
・
５
２
５

　
勤
勉
手
当
　
２
・
10 ⇒

 

２
・
１
２
５

（
議
案
第
97
号
）

裁
判
上
の
和
解
に
つ

い
て

可　決

質
　
疑

　
今
回
の
責
任
は
市
長
に
あ
る
と
の

答
弁
だ
が
、
市
民
の
税
金
を
使
い
上

告
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
市
民
へ
の

謝
罪
等
の
コ
メ
ン
ト
は
あ
る
か
。

答
　
弁

　
市
民
へ
の
謝
罪
の
方
法
、
内
容
等

を
含
め
て
、
本
件
に
つ
い
て
、
出
来

る
だ
け
タ
イ
ム
リ
ー
に
内
部
で
整
理

し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

質
　
疑

　
労
働
基
準
法
に
違
反
す
る
こ
と
な

く
時
間
外
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
こ
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と
、
イ
コ
ー
ル
時
間
外
勤
務
命
令
簿

と
い
う
考
え
方
は
、
通
用
し
な
い
の

で
は
な
い
か
。

答
　
弁

　
時
間
外
勤
務
を
請
求
し
な
か
っ
た

職
員
は
、
速
や
か
に
退
庁
す
る
よ
う

促
し
て
ゆ
く
管
理
を
進
め
る
。
ま
た
、

タ
イ
ム
カ
ー
ド
等
、
こ
れ
か
ら
電
子

的
退
勤
管
理
を
予
定
し
て
お
り
ま

す
。

質
　
疑

　
裁
判
で
今
ま
で
弁
護
士
に
払
っ
た

費
用
、
こ
れ
か
ら
払
う
予
定
の
費
用

は
。

答
　
弁

　
一
審
、
二
審
と
も
66
万
円
ず
つ
で

す
。
た
だ
、
控
訴
審
は
、
手
付
金
と

し
て
、
33
万
円
支
払
済
で
す
。
今
後

残
り
の
33
万
円
を
支
払
い
、
一
審
、

二
審
合
せ
て
１
３
２
万
円
で
す
。

質
　
疑

　
司
法
に
委
ね
る
判
断
を
下
す
ま
で

の
内
部
議
論
、
出
来
る
話
合
い
、
和

解
で
事
を
収
め
る
努
力
は
。

答
　
弁

　
今
回
い
き
な
り
訴
訟
の
形
で
、
代

理
人
と
の
対
話
で
し
た
。
今
後
職
員

と
執
行
部
と
の
在
り
方
、
ま
た
市
民

と
行
政
の
在
り
方
、
信
用
し
て
い
た

だ
け
る
行
政
に
な
り
、
対
話
の
中
で

し
っ
か
り
解
決
す
る
市
役
所
を
目
指

し
ま
す
。

質
　
疑

　
人
事
評
価
と
い
う
観
点
で
、
先
入

観
が
万
が
一
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
裁
判
に
持
ち
込
ん
で
は
い
け
な

い
感
情
で
は
な
い
の
で
は
。

答
　
弁

　
人
事
管
理
に
お
い
て
、
部
課
長
会

議
等
で
、
情
報
・
意
見
交
換
を
し
な

が
ら
信
頼
関
係
を
構
築
し
、
さ
さ
い

な
こ
と
が
あ
っ
て
も
相
談
出
来
る
体

制
を
諮
っ
て
ゆ
く
。

質
　
疑

　
控
訴
審
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
総
額

４
３
２
万
円
で
は
。

答
　
弁

　
２
回
分
の
弁
護
士
費
用
全
部
入
れ

て
２
６
１
万
円
で
す
。
控
訴
し
な

か
っ
た
場
合
は
、
弁
護
士
費
用
含
め

て
３
０
０
万
円
と
な
り
ま
す
。

賛
成
討
論

本
田
　
謡
子

　
議
案
第
97
号
「
裁
判
上
の
和
解
に

つ
い
て
」
に
賛
成
の
立
場
で
討
論
い

た
し
ま
す
。
こ
の
議
案
に
つ
き
ま
し

て
は
、
控
訴
以
前
か
ら
認
め
な
い
と

い
う
姿
勢
を
貫
い
て
ま
い
り
ま
し
た

が
、
今
回
、
和
解
の
運
び
と
な
り
、

や
む
を
得
な
い
と
い
う
判
断
か
ら
賛

成
と
い
た
し
ま
す
。

（
決
議
案
３
号
）

大
き
な
地
震
か
ら
市
民
の

命
、
職
員
の
命
を
守
る
た
め
、

耐
震
上
問
題
の
あ
る
市
役
所

本
庁
舎
を
早
急
に
使
用
禁
止

と
す
る
こ
と
を
求
め
る
決
議

否　決

　
市
役
所
本
庁
舎
は
耐
震
性
が
不
足

し
、
倒
壊
の
可
能
性
が
高
い
と
診
断

さ
れ
て
い
る
。

　
令
和
7
年
9
月
7
日
に
防
災
訓
練

が
行
わ
れ
、
地
震
に
よ
る
危
険
を
再

認
識
し
た
。

　
市
民
と
職
員
の
命
を
守
る
た
め
、

早
急
に
本
庁
舎
の
使
用
禁
止
を
求
め

る
。

松
田
　
雅
代 

反
対
討
論

　
市
庁
舎
な
ど
行
政
財
産
の
管
理
権

は
地
方
自
治
法
に
よ
り
市
長
、
執
行

部
に
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

議
会
に
は
直
接
的
な
使
用
命
令
権
は

な
く
、
決
議
結
果
の
遂
行
に
責
任
は

持
て
ま
せ
ん
。
提
出
者
の
思
い
と
現

状
へ
の
危
惧
は
共
有
し
ま
す
が
、
議

会
と
し
て
決
議
す
る
内
容
で
は
な
い

と
判
断
し
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
市
長
に
は
本
庁

舎
の
耐
震
性
の
脆
弱
さ
を
鑑
み
、
最

高
位
の
対
応
に
よ
り
、
庁
舎
建
設
計

画
の
遅
延
が
な
い
よ
う
、
ま
た
、
日
々

の
本
庁
舎
の
適
切
な
使
用
・
維
持
管

理
の
徹
底
を
改
め
て
要
望
し
決
議
案

へ
の
反
対
討
論
と
い
た
し
ま
す
。

賛
成
討
論

小
泉
　
圭
司

　
市
役
所
本
庁
舎
は
、
耐
震
基
準

を
満
た
し
て
い
な
い
こ
と
が
検
査

で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
市
民

や
職
員
が
日
々
利
用
す
る
行
政
の
中

枢
で
、
こ
の
状
態
を
放
置
す
る
こ
と

は
命
を
危
険
に
さ
ら
し
ま
す
。
市
長

も
「
命
を
守
る
こ
と
は
最
優
先
」
と

答
弁
し
て
お
り
、
そ
の
基
準
に
照
ら

せ
ば
、
耐
震
性
に
問
題
の
あ
る
庁
舎

を
使
い
続
け
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
大
地
震
は
い
つ
起
き
て
も
お
か

し
く
な
く
、
事
前
の
判
断
が
命
を
守

り
ま
す
。
建
て
替
え
ま
で
の
期
間
も

含
め
、
早
急
に
使
用
を
禁
止
し
、
安

全
な
代
替
施
設
へ
移
行
す
べ
き
と
考

え
、
本
決
議
案
に
賛
成
し
ま
す
。

髙
野
　
優
一 

反
対
討
論

　
令
和
６
年
12
月
に
策
定
さ
れ
た

「
幸
手
市
庁
舎
整
備
基
本
構
想
」
は
、


